[bookmark: _GoBack]令和８年度 持続可能なまちづくりに向けた移住定住等推進プロジェクト構築業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領

１．趣旨
　この要領(以下「本要領」という。)は、令和８年度 持続可能なまちづくりに向けた移住定住等推進プロジェクト構築業務(以下「本業務」という。)について、民間事業者の専門知識や経験に基づく技術的支援を受けるため、価格面による競争のみならず、柔軟な発想に基づく企画力や実行力等を総合的に評価し、最も適当と思われる者を受託候補者として選考するために実施する公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)に係る手続きについて必要な事項を定める。

２．事業目的及び概要
　広川町においては、人口減少や高齢化の進行に伴い、使われなくなった住宅等の不動産が増加傾向にある。一方で、特に上広川校区では賃貸住宅や分譲地が少なく、移住定住を希望する層の受け皿が不足しているという課題を抱えている。
さらに近年、物価高騰やイラン情勢等に伴う石油由来の住宅資材不足により、新築住宅の建築コストが急騰している。加えて住宅ローン金利も上昇傾向にあり、若い世代が定住のために新築のマイホームを取得することが経済的に困難になりつつあるのが実情である。
このような社会情勢だからこそ、町内に眠る「利活用可能な既存ストック（既存住宅等）」の価値は相対的に高まっている。この機を捉え、地元の建築事業者等の技術や八女産木材等を活かし、若者や子育て世代にとって魅力的なリノベーションを施すことで、これら既存ストックを人気の高い定住拠点へと転換できる大きなチャンスである。
また、既存ストックの利活用は、居住用にとどまらず、地域に新たな賑わいと生業を生み出す「創業等の拠点」としても極めて重要である。本町で実施している「創業塾」の受講生が実際に起業する際の受け皿となるほか、パン屋やカフェ、雑貨店など、地域にとって必要とされ、住民の生活を豊かにする店舗を誘致する上でも、デザイン性や機能性の高いリノベーション物件の存在は強力なフック（動機付け）となる。
本業務は、これらの既存ストックを単なる課題ではなく「地域資源（資産）」として捉え直し、行政主導の改修に留まらず、民間主体の自走可能な事業スキーム構築を目指すものである。折しも、上広川校区においては国道3号広川八女バイパスの新設（ハード面のインフラ整備）や、上広川小学校の移転新築（ソフト面の教育・子育て環境のアップデート）といった大きな転換期を迎えている。本業務では、こうした社会背景や地域の好機、周辺地域との広域連携を最大限に活かし、移住定住と創業支援を両輪とした次年度以降の本格的な社会実装（プロジェクト化）を見据えた具体的な仕組みの構築およびプロジェクトの立案を行うことを目的とする。なお、本業務の範囲は、別紙「令和８年度 持続可能なまちづくりに向けた移住定住等推進プロジェクト構築業務仕様書」のとおりとする。

３．プロポーザルに付する事項
(1) 業務名
　　令和８年度 持続可能なまちづくりに向けた移住定住等推進プロジェクト構築業務
(2) 業務期間
　　契約締結の日から令和９年３月26日（金曜）まで（予定）
(3) 契約限度額
　　7,575千円(消費税及び地方消費税を含む)以内
(4) 業務内容
　業務の詳細は、別紙「令和８年度 持続可能なまちづくりに向けた移住定住等推進プロジェクト構築業務仕様書」による。
※公募型プロポーザルの結果に基づき、必要な変更を加えて契約時の仕様書とする。
(5) 業務場所
広川町内

４．事務局
本プロポーザルの事務局を次に置く。
広川町役場　企画課企画係
〒834-0115福岡県八女郡広川町大字新代1804番地1
電話番号:0943-32-1196  FAX番号:0943-32-5164
電子メールアドレスkikaku@town.hirokawa.lg.jp
窓口の対応可能時間は、土・日・祝日を除く平日8:30〜17:15

５．参加者の資格要件
　参加表明の提出期限日(以下「基準日」という。)において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。なお、基準日から契約締結までの間に、次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を喪失するものとする。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の4の規定により、入札参加制限を受けていない者であること。
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。
3 広川町長から指名停止を受けていない者であること。
4 本町の令和８・９・１０年度入札参加資格業者名簿に登録された者であること。

６．プロポーザルの実施方法
(1) 実施スケジュール
　本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。ただし、あくまで予定であり、状況により変更になった場合は、随時交渉できるものとする。

	内容
	日程
	摘要

	プロポーザルの公告
	令和8年6月22日（月曜）
	本町の掲示板、ホームページに掲載

	質問書の受付開始
	　　　　　〃
	提出方法：電子メール

	質問書の提出期限
	令和8年6月29日（月曜）正午まで
	提出方法：電子メール

	質問書への回答
	令和8年6月30日（火曜）
	本町のホームページに掲載

	参加表明書の提出期限
	令和8年7月2日（木曜）17時まで
	提出方法：電子メール（ただし到着確認を行うこと）

	参加資格要件等の審査
	令和8年7月6日（月曜）
	参加者に結果を通知

	企画提案書等の提出期限
	令和8年7月15日（水曜）17時まで
	提出方法：持参又は郵送

	プレゼンテーション・ヒアリングの実施
	令和8年7月23日（木曜）（予定）
	詳細については参加者に通知

	契約締結
	令和8年7月下旬
	



(2) プロポーザルに関する質問及び回答
　本プロポーザルの実施要項及び仕様書等に関する質問については、質問書（様式１）を
電子メールに添付して、「４．事務局」あてに送信し、着信確認の電話連絡をすること。電話又は口頭による質問は受け付けない。また、質問期限以降の質問は、一切受け付けない。
1 受付期間：令和8年6月22日(月曜)から令和8年6月29日(月曜)正午まで
2 質問方法：件名に「令和８年度 持続可能なまちづくりに向けた移住定住等推進プロジェクト構築業務公募型プロポーザル質問書」と明記し、様式１「プロポーザルの実施に係る質問書」を電子メールに添付して提出すること。
3 回答方法：令和8年6月30日(火曜)に本町のホームページに掲載する。
(3) 参加資格要件等の審査及び結果通知
　参加資格要件等に関する審査の結果は、令和8年7月6日(月曜)に電子メールにて参加者全員に通知するとともに、企画提案書等の提出及びプレゼンテーション等の参加要請も行う。応募者が1者である場合であっても受託候補者の受託能力を測るため、審査要領に基づく審査を実施する。また、審査結果に対する不服及び異議申し立ては一切受け付けない。
(4) 企画提案書等の作成及び提出
　参加資格要件等に関する審査通過者は、本要領に基づく企画提案書等を作成の上、令和8年7月15日（水曜）17時までに事務局へ提出すること。
(5) プレゼンテーション・ヒアリングの実施
　受託候補者の選考に資するため、参加者によるプレゼンテーション及び選考審査委員会によるヒアリング(以下「プレゼンテーション等」という。)を実施する。
1 実施日時	令和8年7月23日（木曜）（予定）
2 実施場所	広川町役場
3 実施内容	企画提案書等の内容についてプレゼンテーション（手持ち資料又は投
		影資料）を行い、その後選考委員会によるヒアリングを行う。
4 参加人数	3名以内
5 留意事項
(1) 参加者が事前に提出した参加表明書等及び企画提案書等、又はそれらを要約した資料等で説明することは認めるが、新たな内容の資料提示は認めない。
(2) 要約した資料を用いる場合は6部を当日持参すること。
(3) 投影スクリーン及びプロジェクターは事務局が準備するので、その他パソコン等の必要な機器は当日持参すること。
(4) プレゼンテーション等への参加は必須とする。
(5) プレゼンテーション等の詳細については、参加資格要件等に関する審査の通過者に速やかに連絡する。
(6) 選考審査
1 審査要領
　提出された企画提案書等や、プレゼンテーションにより、参加者を審査・採点し、その総評点により参加者に順位を付け、受託候補者を選考する。
2 審査機関
　受託候補者の選考にかかる審査は、選考審査委員会において行う。
3 審査基準
審査における審査基準は、以下に定めるとおりとする。
	
	評価項目
	主な評価基準
	配点

	１
	業務実績
	・過去に本業務に類似した業務実績があるなど、円滑な業務の遂行が見込めるか。
	15点

	２
	実施体制
	・円滑に業務を遂行するための体制が確保されているか。
	15点

	３
	広川町の課題、特性の捉え方及び業務の進め方、方針等
	・課題や特性を的確に把握しているか。
・コンセプトや手法は、業務目的等に適合し、かつ独創性を有するか。
	45点

	４
	価格提案
	・本業務に係る委託料が契約限度額以内であり、提案内容に見合った価格であるか。
	15点

	５
	業務工程
	・作業項目、開始終了時期が明確にされた工程となっているか。
	10点

	合計
	100点


4 審査における留意事項
(1) 応募者が1者である場合であっても受託候補者の受託能力を測るため、審査要領により審査を実施する。
(2) 審査結果に対する不服及び異議申し立ては一切受け付けない。
(3) 選考審査委員会は非公開で開催する。
(7) 選考審査の結果通知
1 選考審査結果の確定
(1) 審査・評点の結果、確定した順位の最上位の者に本業務の優先契約交渉権を与える。ただし、この者が失格し又は契約交渉が不調となった場合は、次順位の者と契約交渉を行う。(以後受託者が決定するまで同様)
(2) 審査の結果、評点の合計が同点となった場合は、選考審査委員会で審議のうえ順位を決定する。
(3) 参加者が1者の場合であっても審査を実施し、その提案内容が審査基準を満たすと認められる場合は、その者を交渉権者として選考し、契約交渉を行う。
2 選考審査の結果通知
　選考審査の結果については、令和8年7月24日（金曜）（予定）に通知するとともに、本町のホームページで公表する。
(8) 失格要件
　参加者の行為が次のいずれかに該当する場合は、即時失格又は調査により失格となる場合がある。失格となった場合、当事者にその旨を通知するとともに、審査前・審査中にあっては審査から除外し、審査後から本業務の契約締結までの間にあっては、受託候補者となる権利を喪失する。
1 本要領「5」の参加者の資格要件を備えていないことが判明した場合。
2 本プロポーザル期間中において、選考審査委員に直接、間接を問わず自身の優位になるよう働きかけを行った場合
3 本要領に定める手続、手順、期限等を遵守しない場合
4 参加表明書等や企画提案書等、その他提出を要する書類(以下「提出図書」という。)が、本要領に適合しない場合
5 提出図書に虚偽の内容が記載されている場合
6 他者の提出図書を盗用した疑いがあると認められる場合
7 その他、本プロポーザルの適正な執行を妨げる行為があると認められる場合
(9) 辞退について
　参加表明書等の提出以降の辞退については、事務局まで電話にて連絡の上、「辞退届(様式任意)」を提出するものとする。なお、辞退届を提出した後は、辞退を撤回することはできない。
(10) 費用負担
　本プロポーザルに関して参加者が要した一切の費用は参加者の負担とする。

７．提出図書の作成及び提出要領
(1) 参加表明書等の作成及び提出要領
1 作成・提出書類
 次に掲げる書類を作成の上、提出すること。
(1) 参加表明書兼誓約書	様式２
(2) 業務実績調書		様式３　
2 提出要領
(1) 提出部数		各１部
(2) 提出方法 	事務局に持参するか、PDF化したうえで	電子メールにより
提出すること。その際、到着したかどうか、電話により必
ず到着確認を行うこと。
(3) 提出受付期間	令和8年6月23日(火曜)〜令和8年7月2日(木曜)17時
※窓口への持参対応可能時間は、土・日・祝日を除く平日8:30〜17:15
(2) 企画提案書等の作成及び提出要領
1 作成・提出書類
次に掲げる書類を作成の上、提出すること。
(1) 企画提案書　		任意様式　
(2) 業務実施体制		様式４
(3) 業務工程表		様式５
(4) 見積書			見積金額のうち、直接人件費は様式６「直接人件
費内訳表」を、直接経費は様式７「直接経費内訳
表」を必ず添付し、その内訳を示すこと。
※指定様式の規格はＡ４判又はＡ３判によるものとし、Ａ３判の場合は折り込みを必要とする。(全ての提出書類の印刷は片面印刷とする。)
2 提出要領
(1) 提出部数等	７部
(2) 提出方法	持参又は郵送により事務局へ提出すること。
※郵送、宅配便等で提出の場合、表に「令和８年度 持続可能なまちづくりに向けた移住定住等推進プロジェクト構築業務委託に係るプロポーザル提案書在中」と明記し、配達記録の残る方法で送付すること。
(3) 提出受付期間	令和8年7月7日(火曜)〜令和8年7月15日（水曜）17時
※窓口への持参対応可能時間は、土・日・祝日を除く平日8:30〜17:15
※郵送、宅配便等による場合は、上記締切日17時までに必着とする。
(3) 提出図書に関する留意事項
1 提出図書等の変更等の制限
　提出図書の提出後においては、提出図書に記載された内容の変更及び追加は認めない。ただし、やむを得ない理由があると判断した場合は、この限りではない。
2 提出図書の取り扱い
(1) 提出図書の返却は行わない。
(2) 提出図書の著作権は参加者に帰属する。
(3) 提出図書は、本プロポーザルにおける選考審査やその他本町が執務上必要とする場合にのみ、提出図書の一部又は全部を使用できるものとする。

８．留意事項
1 手続において使用する言語及び通貨手続において使用する言語、通貨及び単位は日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によるものとする。
2 契約額は、受託候補者が本プロポーザルにおいて提案した提案価格を基準とする
3 契約保証金については、広川町財務規則（平成19年規則第10号）第121条、第122条の規定による。
4 契約締結後において受託事業者に、本プロポーザルにおける欠格事項、不正又は虚偽記載等の事実が判明した場合は、契約を解除することができるものとする。
5 業務について疑問が生じた場合は、担当者と協議を行い、業務の円滑な進捗を期さなければならない。
6 業務受託者は、本業務で知り得た事項並びに関連資料を、当該業務に関わる者以外に漏らしてはならない。
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